
今
年
は
国
連
が
定
め
た
２

回
目
の
国
際
協
同
組
合
年
で

あ
る
。
偶
然
で
は
あ
る
が
、

筆
者
が
座
長
を
務
め
て
い
た

Ｊ
Ｃ
Ａ
の
協
同
組
合
法
制
度

研
究
会
は
、
昨
年
６
月
に
研

究
会
結
果
を
と
り
ま
と
め
、

協
同
組
合
基
本
法
に
関
す
る

提
言
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、

去
る
１
月

28
日
に
Ｊ
Ｃ
Ａ
で

「
協
同
組
合
法
制
度
に
関
す

る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
、
皆

川
芳
嗣
氏
（
農
林
中
金
総
合

研
究
所
理
事
長
、
元
農
水
事

務

次

官

）

、

鈴

木

俊

彦

氏

（
日
本
赤
十
字
社
副
社
長
、

元
厚
労
事
務
次
官
）
の
出
席

を
得
て
開
催
し
、
基
本
法
に

向
け
て
前
向
き
の
ご
発
言
を

い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

日
本
の
協
同
組
合
法
制
の

特
徴
は
、
個
別
法
主
義
と
言

わ
れ
、
農
協
法
は
農
水
省
、

生
協
法
は
厚
労
省
な
ど
と
、

法
律
ご
と
に
所
管
官
庁
が
違
っ

て
、
そ
の
共
通
の
理
念
や
定

義
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い

こ
と
で
あ
る
。
政
府
の
協
同

組
合
に
関
す
る
統
一
的
な
窓

口
も
存
在
せ
ず
、
ま
た
協
同

組
合
に
関
す
る
公
的
で
網
羅

的
な
統
計
も
作
ら
れ
て
い
な

い
。各

国
の
協
同
組
合
に
関
す

る
法
制
度
は
国
ご
と
に
異
な

る
が
、
大
き
く
は
３
つ
に
分

か
れ
る
。
１
つ
は
、
総
て
の

協
同
組
合
に
適
用
さ
れ
る
単

一
の
協
同
組
合
法
制
を
も
つ

「
協
同
組
合
統
一
法
型
」
な

い
し
「
協
同
組
合
一
般
法
型
」
。

ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ

ダ
、
ス
ペ
イ
ン
な
ど
が
こ
れ

に
あ
た
る
。
第
２
は
、
各
種

協
同
組
合
の
個
別
法
を
前
提

と
し
て
、
そ
れ
ら
個
別
法
の

共
通
事
項
や
基
本
事
項
を
規

定
し
た
法
律
を
も
つ
ケ
ー
ス

で
、
「
協
同
組
合
基
本
法
型
」

な
い
し
「
協
同
組
合
共
通
法

型
」
。
Ｅ
Ｕ
、
フ
ラ
ン
ス
、

イ
タ
リ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
な

ど
が
あ
て
は
ま
る
。
第
３
は
、

協
同
組
合
に
関
す
る
統
一
法

を
も
た
ず
、
各
種
の
個
別
法

の
み
を
持
つ
場
合
で
、
日
本

お
よ
び
基
本
法
制
定
前
の
韓

国
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
今
回

の
提
言
は
、
第
２
の
グ
ル
ー

プ
に
近
い
も
の
で
、
個
別
法

を
前
提
に
し
な
が
ら
協
同
組

合
の
共
通
の
理
念
と
そ
の
促

進
の
必
要
を
定
め
よ
う
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

各
国
の
法
制
度
は
、
１
９

９
５
年
の
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
協
同
組

合
に
関
す
る
声
明
を
境
に
、

社
会
問
題
志
向
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
志
向
を
強
め
る
方
向
で

改
変
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は

何
よ
り
も
、
そ
う
し
た
問
題

に
協
同
組
合
が
有
効
な
対
応

策
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か

ら
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
協
同

組
合
の
設
立
や
運
営
に
つ
い

て
も
よ
り
簡
素
化
が
な
さ
れ

た
。
い
わ
ば
ニ
ー
ズ
に
即
し

た
使
い
勝
手
の
良
い
協
同
組

合
制
度
へ
の
改
革
が
な
さ
れ

て
い
る
。

日
本
で
も
、
労
働
者
協
同

組
合
法
の
制
定
や
特
定
地
域

づ
く
り
事
業
協
同
組
合
制
度

の
発
足
な
ど
、
「
雇
用
」
と

「
地
域
」
を
志
向
す
る
協
同

組
合
法
制
度
の
改
変
は
少
し

ず
つ
す
す
ん
で
き
た
。

「
基
本
法
」
と
名
が
付
い

た
法
律
は
す
で
に

50
本
を
超

え
、
そ
の
多
く
が
議
員
立
法

で
あ
る
。
国
際
協
同
組
合
年

を
契
機
に
、
協
同
組
合
を
多

く
の
人
々
に
身
近
に
感
じ
て

も
ら
う
た
め
に
も
、
基
本
法

の
必
要
性
を
議
論
し
て
は
ど

う
だ
ろ
う
か
。

（
当
セ
ン
タ
ー
会
長
理
事
）

今
回
の
研
究
会
は
、
１
月

16
日
（
木
）
、

17
日
（
金
）

の
日
程
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

参
加
者
は
、
北
は
岩
手
県
か

ら
南
は
佐
賀
県
の

15
都
府
県

か
ら

36
名
の
参
加
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

Ｊ
Ａ
の
信
用
事
業
を
取
り

巻
く
環
境
は
、
組
合
員
数
の

減
少
、
こ
れ
ま
で
の
マ
イ
ナ

ス
金
利
か
ら
金
利
の
あ
る
世

界
へ
の
転
換
、
デ
ジ
タ
ル
化

の
進
展
な
ど
大
き
く
変
化
し

つ
つ
あ
り
ま
す
。
今
回
の
研

究
会
で
は
、
こ
の
よ
う
な
環

境
変
化
を
踏
ま
え
て
、
組
合

員
・
地
域
に
寄
り
添
い
、
Ｊ

Ａ
の
持
続
可
能
な
経
営
基
盤

の
確
立
を
実
現
し
て
い
く
た

め
の
信
用
事
業
戦
略
を
検
討

す
る
こ
と
で
し
た
。

報

告

Ⅰ

の

橋

本

卓

典

氏

（
共
同
通
信
社
・
編
集
委
員
）

は
、
他
産
業
か
ら
「
農
業
の

生
産
性
向
上
」
を
考
え
る
と

い
う
テ
ー
マ
で
報
告
さ
れ
ま

し
た
。
わ
が
国
の
産
業
は
技

術
を
擦
り
合
わ
せ
て
複
雑
な

開
発
を
す
る
経
済
複
雑
性
は

世
界
一
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

生
産
性
が
低
い
の
は
採
算
可

視
化
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
に

あ
る
と
さ
れ
、
農
業
や
Ｊ
Ａ

に
お
い
て
も
原
価
分
析
な
ど

採
算
を
可
視
化
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た

め
の
デ
ジ
タ
ル
化
が
重
要
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ

ま
し
た
。

報

告

Ⅱ

の

佐

藤

重

史

氏

（
農
林
中
央
金
庫
・
Ｊ
Ａ
バ

ン
ク
統
括
部
長
）
は
、
２
０

２
５
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る

次
期
Ｊ
Ａ
バ
ン
ク
中
期
戦
略

に
つ
い
て
解
説
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
信
用
事
業
は
、

組
合
員
・
利
用
者
の
目
線
に

た
ち
、
Ｊ
Ａ
な
ら
で
は
の
リ

ア
ル
接
点
に
デ
ジ
タ
ル
接
点

を
融
合
し
、
Ｊ
Ａ
の
強
み
で
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セ
ン
タ
ー
だ
よ
り

国

際

協

同

組

合

年

と

「

協

同

組

合

基

本

法

」

ー

「

協

同

組

合

」

を

め

ぐ

る

活

発

な

議

論

を

期

待

す

る

ー

増
田
佳
昭

「
令
和
６
年
度
（
通
算
第
43
回
）

Ｊ
Ａ
金
融
問
題
研
究
会
」
を
終
え
て

高
田

理



あ

る

総

合

性

を

活

か

し

た

サ

ー

ビ

ス

・

体

験

を

提

供

し

て

い

く

こ

と

が

ポ

イ

ン

ト

で

あ

る

と

さ

れ

ま

し

た
。

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

は

、

座

長

高

田

の

も

と

で

「

こ

れ

か

ら

の

信

用

事

業

戦

略

を

考

え

る

―

組

合

員

・

地

域

と

の

つ

な

が

り

強

化

を

見

据

え

て

―

」

を

テ

ー

マ

に

行

い

ま

し

た

。

実

践

報

告

①

の

丸

山

勝

也

氏

（

Ｊ

Ａ

信
州
う
え
だ
・
専
務
理
事
）

は

、

融

資

担

当

者

と

営

農

技

術

員

が

連

携

し

な

が

ら
、

農

業

融

資

し

経

営

コ

ン

サ

ル

テ

ィ

ン

グ

を

し

て

い

る

こ

と

や

、

金

融

店

舗

を

再

編

・

統

廃

合

し

た

店

舗

を

組

合

員

の

拠

り

所

と

し

て

有

効

に

活

用

し

、

成

果

を

あ

げ

て

い

る

こ

と

な

ど

を

報
告
さ
れ
ま
し
た
。

実

践

報

告

②

の

宗

欣

孝

氏

（

Ｊ

Ａ

福

岡

市

・

代

表

理

事

専

務

）

は

、

相

談

・

開

発

事

業

に

基

づ

く

融

資

の

伸

長

実

態

や

、

信

用

・

共

済

事

業

収

益

と

営

農

指

導

・

生

活

事

業

活

動

と

の

循

環

型

総

合

事

業

の

考

え

方

や

そ

の

実

践

で

大

き

な

役

割

を

担

っ

て

い

る

支

店

行

動

計

画

な

ど

に

つ

い

て

報
告
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
報
告
に
対
し
、

コ

メ

ン

テ

ー

タ

ー

の

山

下

義

昭

氏

（

京

都

府

信

用

農

協

連

合

会

・

常

務

理

事

）
、

青

柳

斉

氏

（

新

潟

大

学

名

誉

教

授

）

と

報

告

者

の

間

で

の

質

疑

応

答

さ

れ

た

後
、

参

加

者

も

含

め

て

事

業

推

進

体

制

や

職

員

教

育

な

ど

に

つ

い

て

活

発

に

討

論

さ

れ
ま
し
た
。

最

後

の

報

告

Ⅲ

の

田

代

洋

一

氏

（

横

浜

国

立

大

学

名

誉

教

授

・

大

妻

女

子

大

学

名

誉

教

授

）

は

、

Ｊ

Ａ

の

こ

れ

ま

で

の

信

用

事

業

依

存

型

ビ

ジ

ネ

ス

モ

デ

ル

を

批

判

的

に

検

討

さ

れ

、

農

業

部

門

の

赤

字

を

減

ら

す

ビ

ジ

ネ

ス

モ

デ

ル

へ

の

改

革

の

必

要

性

と

そ

の

実

現

に

向

け

て

の

取

り

組

み

を
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

（

Ｊ

Ａ

金

融

問

題

研

究

会

企
画
委
員
主
査
）

令

和

７

年

２

月

６

日

（

木

）

～

７

日

（

金

）

の

１

泊

２

日

の

日

程

で

、

今

年

度

の

「

営

農

事

業

改

革

に

関

す

る

研

究

会

」

を

こ

の

ほ

ど

終

え

ま

し

た

。

今

回

の

参

加

者

は

、

北

は

岩

手

県

か

ら

南

は

鹿

児

島

県

の

16
都
府
県

39
人
の
方
々

が

全

国

か

ら

ご

参

加

い

た

だ
き
ま
し
た
。

さ

て

、

今

年

度

の

研

究

会

は

、

ロ

シ

ア

の

ウ

ク

ラ

イ

ナ

侵

攻

や

パ

レ

ス

チ

ナ

紛

争

、

ア

メ

リ

カ

第

一

主

義

を

掲

げ

る

ト

ラ

ン

プ

政

権

の

発

足

な

ど

、

不

透

明

極

ま

る

世

界

情

勢

の

中

、

改

め

て

わ

が

国

食

料

・

農

業

問

題

の

意

義

付

け

を

問

う

と

と

も

に

、

一

方

で

、

昨

年

の

Ｊ

Ａ

全

国

大

会

の

方

向

付

け

を

受

け

て

、

今

後

の

Ｊ

Ａ

の

農

業

戦

略

を

踏

ま

え

た

営

農

事

業

改

革

の

方

向

性

や

課

題

を

探

る

こ

と

に

焦

点

を

当

て

て

企

画
・
開
催
し
ま
し
た
。

２

日

間

の

研

究

会

で

は
、

研

究

者

報

告

、

事

例

報

告

に

加

え

て

、

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ス

ト

か

ら

の

３

つ

の

報

告

と

、

２

日

目

に

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

を

設

定

、

①

Ｊ

Ａ

常

総

ひ

か

り

（

茨

城

県

）

と

②
Ｊ
Ａ
中
野
市
（
長
野
県
）

か

ら

の

実

践

報

告

、

コ

メ

ン

テ

ー

タ

ー

２

人

か

ら

の

コ

メ

ン

ト

を

も

と

に

、

活

発

に

全

体

討

論

が

な

さ

れ

ま
し
た
。

ま

ず

、

報

告

Ⅰ

で

は

、

池

上

甲

一

氏

（

近

畿

大

学

名

誉

教

授

）

か

ら

、

「

農

業

・

農

政

の

情

勢

と

求

め

ら

れ

る

食

料

・

農

業

政

策

の

あ

り

方

」

を

テ

ー

マ

に
、

新

基

本

法

下

で

の

食

料

安

全

保

障

の

考

え

方

や

わ

が

国

の

農

産

物

貿

易

と

世

界

の

食

料

需

給

等

を

展

望

し
、

わ
が
国
の
「
農
」
と
「
食
」

の

危

機

を

ど

う

読

み

解

く

か

を

鋭

く

解

説

さ

れ

ま

し

た

。

そ

し

て

、

そ

れ

ら

を

踏

ま

え

て

、

食

料

確

保

に

向

け

て

重

点

課

題

と

し

て
、

①

国

内

生

産

増

強

と

本

格

的

な

備

蓄

政

策

、

②

農

政

の

意

思

決

定

方

式

（

官

邸

主

導

）

か

ら

の

脱

却

、

特

に

、

消

費

者

の

位

置

付

け

の

重

要

性

、

を

強

調

さ

れ

ま
し
た
。

報

告

Ⅱ

で

は

、

伏

木

衛

氏

（

Ｊ

Ａ

レ

ー

ク

伊

吹

常

務

理

事

）

と

改

革

実

務

を

担

当

し

た

吉

井

茂

雄

氏

か

ら

、

「

Ｊ

Ａ

レ

ー

ク

伊

吹

営

農

経

済

事

業

改

革

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

―

わ

が

Ｊ

Ａ

の

営
農
・
経
済
事
業
の
成
長
・

効

率

化

プ

ロ

グ

ラ

ム

の

実

践

―

」

を

テ

ー

マ

に

、

令

和

３

年

度

か

ら

３

カ

年

に

わ

た

り

取

り

組

ま

れ

た

改

革

の

課

題

（

９

つ

の

「

ソ

リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
」
と
呼
称
）

と

取

り

組

み

体

制

（

中

央

会

・

連

合

会

か

ら

の

職

員

出

向

を

含

む

）

、

計

測

さ

れ

た

改

善

効

果

の

概

要

、

さ

ら

に

新

た

に

取

り

組

み

を

開

始

し

た

計

画

（

令

和

６

年

度

～

９

年

度

）

の

概

要
を
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

２

日

目

の

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

で

は

、

テ

ー

マ

を

「

徹

底

討

論

Ｊ

Ａ

の

営

農

事

業

改

革

に

ど

う

取

り

組

む

か

」

と

設

定

し

、

座

長

に

は

小

松

泰

信

氏

（

長

野

県

農

協

地

域

開

発

機

構

研

究

所

長

・

岡

山

大

学

名

誉

教

授

）

に

お

願

い

し

ま

し

た
。

実

践

報

告

①

（

Ｊ

Ａ

常

総

ひ

か

り

倉

金

一

廣

代

表

理

事

専

務

）

で

は

、

「

Ｊ

Ａ

常

総

ひ

か

り

の

営

農

事

業

改

革

の

実

践

―

営

農

部

門

黒
字
化
の
実
践
―
」
を
テ
ー

マ

に

、

支

店

統

廃

合

等

の

組

織

再

編

の

取

り

組

み

を

進

め

て

き

た

が

、

将

来

の

経

営

収

支

見

通

し

を

踏

ま

え

て

、

営

農

・

経

済

事

業

の

成

長

・

効

率

化

プ

ロ

グ

ラ

ム

を

活

用

し

て

、

令

和

第14号 セ ン タ ー だ よ り 令和７年４月１８日

「

令

和

６

年

度

（

通

算

第

３

回

）

Ｊ

Ａ

の

営

農

事

業

改

革

に

関

す

る

研

究

会

の

紹

介

瀬
津

孝



５

年

度

か

ら

取

り

組

ん

だ

営

農

・

経

済

事

業

改

革

に

よ

る

営

農

部

門

黒

字

化

実

現

の

成

果

が

報

告

さ

れ

ま

し

た

。

実

践

報

告

②

（

Ｊ

Ａ

中

野

市

佐

々

木

真

常

務

理

事

）

で

は

、

「

Ｊ

Ａ

中

野

市

の

営

農

事

業

改

革

の

実

践

―

高

付

加

価

値

農

業

の

推

進

と

営

農

事

業

改

革

―

」

を

テ

ー

マ

に

、

「

園

芸

と

き

の

こ

の

両

輪

」

を

掲

げ

て

取

り

組

ん

で

い

る

地

域

農

業

振

興

の

仕

掛

け

と

販

売

高

拡

大

へ

の

取

り

組

み

と

と

も

に

、

事

業

所

の

再

編

や

販

売

手

数

料

の

見

直

し

等

に

取

り

組

み

、

令

和

５

年

度

に

は

農

業

関

連

事

業

の

黒

字

化

を

実

現

し

た

成

果

を

報

告

さ

れ

ま

し

た

。

全

体

討

論

で

は

、

Ｊ

Ａ

滋

賀

蒲

生

町

常

勤

監

事

田

村

彰

氏

と

摂

南

大

学

准

教

授

川

﨑

訓

昭

氏

の

コ

メ

ン

ト

の

あ

と

、

事

業

所

再

編

の

あ

り

方

や

販

売

手

数

料

見

直

し

等

を

め

ぐ

っ

て

、

活

発

に

意

見

が

交

わ

さ
れ
ま
し
た
。

第14号 セ ン タ ー だ よ り 令和７年４月１８日

「

食

料

品

等

の

流

通

合

理

化

及

び

取

引

の

適

正

化

に

関

す

る

法

律

」

の

改

正

法

案

が

国

会

で

議

論

さ

れ

て

い

る

が

、

不

透

明

な

と

こ
ろ
が
多
い
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、E

g
a
l

i
m

Ⅱ
法
に
よ
り
、
次
の
規

定

が

さ

れ

、

仕

組

み

は

明

確

で

あ

る

。

農

業

生

産

者

と

最

初

の

買

い

手

と

の

間

の

取

引

に

つ

い

て

、

書

面

を

生

産

者

が

提

示

し

、

書

面

契

約

の

義

務

化

、

記

載

事
項
と
し
て
価
格
決
定
式
・

改

定

基

準

に

よ

る

価

格

の

自

動

改

定

条

項

な

ど

７

項

目

（

農

事

・

海

洋

漁

業

法

典

の

改

正

）

。

さ

ら

に

、

最

初

の

買

い

手

と

小

売

業

者

と

の

取

引

に

つ

い

て

、

一

般

販

売

条

件

書

へ

の

農

産

物

原

料

の

量

・

金

額

割

合

の

記

載

、

そ

れ

に

つ

い

て

交

渉

の

禁

止

、

契

約

書

へ

の

生

産

コ

ス

ト

指

標

を

含

む

価

格

改

定

式

の

記

載

義

務

、

さ

ら

に

そ

れ

ら

に

対

す

る

行

政

罰

（

商

法

典

の
改
正
）
。

今

回

の

法

案

で

不

透

明

な

と

こ

ろ

は

以

下

で

あ

る
。

第
２
章
（
第
５
条
～
第

32

条

）

が

、

食

料

品

等

の

「

流

通

の

合

理

化

」

か

ら

「
持
続
的
な
供
給
の
実
現
」

の

た

め

の

措

置

、

「

流

通

合

理

化

計

画

」

か

ら

「

安

定

取

引

関

係

確

立

事

業

活

動

計

画

等

」

に

修

正

さ

れ
、

農

林

水

産

大

臣

の

認

可

を

受

け

る

と

さ

れ

た

の

は

良

い

が

、

何

を

も

っ

て

安

定

取

引

か

、

流

通

合

理

化

か
、

消

費

者

の

選

択

支

援

か

、

が
不
明
で
あ
る
。

第
３
章
（
第

33
条
～
第

53
条
）
食
料
品
等
の
取
引

の

適

正

化

に

つ

い

て

は

、

飲

食

料

品

等

事

業

者

が

講

ず

べ

き

措

置

し

か

定

め

ら

れ

て

い

ず

、

フ

ラ

ン

ス

の

よ

う

に

農

業

者

が

講

ず

る

措

置

に

つ

い

て

の

規

定

が

な

い

。

取

引

の

相

手

方

か

ら

持

続

的

な

供

給

に

要

す

る

費

用

な

ど

に

つ

い

て

協

議

の

申

し

入

れ

が

さ

れ

た

場

合

、

ま

た

、

取

り

組

み

の

提

案

が

さ

れ

た

場

合

に

は

、

必

要

な

検

討

・

協

力

を

行

う

よ

う

努

め

な

け

れ

ば
な
ら
な
い
（
第

36
条
）
、

と

し

か

記

載

さ

れ

て

い

な

い

。

こ

の

措

置

に

つ

い

て

判
断
基
準
と
な
る
事
項

は
農

林

水

大

臣
が

定

め

る
と
さ
れ
（
第

37
条
）
、

措

置

の

実

施

が

著

し

く

不

十

分

で

あ

る

と

き

に

は

勧

告

し

、

従

わ

な

か

っ

た

と

き

に

は

公

表

で

き

る

と

さ

れ
る
（
第

39
条
）
。

一

方

、

品

質

が

低

下

し

や

す

く

、

生

活

必

需

品

と

し

て

売

買

さ

れ

る

性

質

を

も

ち

、

十

分

な

協

議

が

行

わ

れ

ず

に

取

引

条

件

が

決

定

さ

れ

や

す

く

、

持

続

的

な

供

給

の

た

め

の

費

用

が

認

識

し

に

く

い

も

の

に

つ

い

て

は

、

指

定

飲

料

品

と

し

て

、

省

令

で

指

定

す

る

こ

と

が

で

き

る

と

し

て

い

る
（
第

41
条
）
。
さ
ら
に
、

持

続

的

な

供

給

に

要

す

る

費

用

に

つ

い

て

参

考

指

標

の

作

成

と

公

表

（

イ

）

、

事

業

者

・

消

費

者

の

理

解

に

必

要

な

情

報

の

提

供

（

ロ

）

を

行

う

、

認

定

指

標

作

成

等

団

体

を

設

け

る

こ

と

を

定

め

て

い

る

（

第

42
条
）
。
当
該
の
飲
料
品

等

事

業

者

が

組

織

す

る

団

体

で

、

申

請

に

よ

り

、

要

件

に

適

合

す

る

も

の

を

認

定

で

き

る

と

し

て

い

る

。

（

同

前

、

団

体

の

要

件

は

第

46
条

～

第

48
条

、

第

50
条
に
規
定
）
。
そ
の
際
、

生

産

か

ら

販

売

の

す

べ

て

の

段

階

に

つ

い

て

、

各

段

階

を

代

表

す

る

事

業

者

の

意

見

を

聞

き

、

公

正

取

引

委

員

会

と

協

議

す

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

（

同

前

）
。

以

上

に

つ

い

て

、

不

公

正

な

取

引

方

法

に

該

当

す

る

事

実

が

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

と

き

に

は

、

農

林

水

産

大

臣

は

公

正

取

引

委

員

会

に

通

知

す

る

こ

と

と

さ

れ
た
（
第

52
条
）
。

さ

ら

に

、

国

は

持

続

的

な

供

給

を

実

現

す

る

た

め

の

施

策

に

つ

い

て

、

国

民

の

理

解

を

深

め

、

実

施

に

協

力

を

求

め

る

よ

う

に

努

め
る
と
さ
れ
た
（
第

53
条
）
。

中

央

卸

売

市

場

、

地

方

卸

売

市

場

に

つ

い

て

は

、

卸

売

市

場

法

を

一

部

改

正

し
、
業
務
規
定
に
第

42
条

（

イ

）

の

指

標

な

ど

を

公

表

す

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る
。

（
当
セ
ン
タ
ー
理
事
・

京
都
大
学
名
誉
教
授
）

食
料
品
等
の
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
改
正
に
つ
い
て

←

↓

新

山

陽

子

時

論



最

後

の

報

告

Ⅲ

で

は

、

熊

野

孝

文

氏

（

元

米

穀

新

聞

記

者

）

か

ら

、

「

わ

が

国

の

米

を

め

ぐ

る

情

勢

変

化
と
今
後
の
相
場
の
動
向
」

を

テ

ー

マ

に

、

業

界

通

な

ら

で

は

の

視

点

か

ら

、

「

令

和

の

米

騒

動

」

の

解

説

と

と

も

に

、

令

和

７

年

産

米

の

動

向

に

つ

い

て

、

生

産

量

見

通

し

、

備

蓄

米

放

出

の

影

響

、

輸

入

米

の

動
向
、
米
需
要
者
（
中
食
・

外
食
・
加
工
食
品
メ
ー
カ
ー
）

の

危

機

感

等

を

概

観

し

、

大

幅

な

価

格

下

落

が

ま

だ

ま

だ

見

通

せ

な

い

状

況

を

課
題
提
起
さ
れ
ま
し
た
。

（
当
セ
ン
タ
ー
常
務
理
事
）

今

年

度

の

研

究

会

会

誌

歳

日

程

が

決

ま

り

ま

し

た
。

詳

細

な

開

催

要

領

は

各

研

究

会

開

催

日

程

の

２

か

月

前

頃

に

発

送

予

定

で

す
。

な
お
昨
年
度
か
ら
ス
タ
ー

ト

し

た

研

究

会

年

間

予

約

コ

ー

ス

に

新

た

に

信

用

共

済

と

営

農

経

済

の

２

つ

の

コ

ー

ス

を

設

定

し

ま

し

た
。

ま

た

農

産

物

流

通

研

究

会

で

は

現

地

視

察

を

予

定

し

て

い

ま

す

。

詳

細

は

当

セ

ン

タ

ー

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

・

農

協

問

題

総

合

研

究

会

（
７
月

23
～

25
日
）

・

地

域

農

業

振

興

に

関

す

る
研
究
会

（
８
月

21
～

22
日
）

・
農
産
物
流
通
研
究
会

（
９
月

11
～

12
日
）

・

Ｊ

Ａ

共

済

総

合

研

究

会

（

10
月

22
日
～

24
日
）

・
Ｊ
Ａ
の
組
織
基
盤
強
化

に

関
す
る
特
別
研
究
会(

Ⅱ)

（

11
月

20
日
～

21
日
）

・

Ｊ

Ａ

の

営

農

事

業

改

革

に
関
す
る
研
究
会
※

（
１
月

22
日
～

23
日
）

・

Ｊ
Ａ
金
融
問
題
研
究
会
※

（
２
月
５
日
～
６
日
）

各
研
究
会
は
京
都
Ｊ
Ａ
ビ

ル
で
対
面
に
て
開
催
。

※

前

年

度

と

順

序

を

入

れ

替
え
て
い
ま
す
。

第14号 セ ン タ ー だ よ り 令和７年４月１８日

私
は
三
重
県
の
職

員
と
し
て
、
上
司
と

と
も
に
、
１
月
開
催

の
「
Ｊ
Ａ
金
融
問
題

研
究
会
」
と
２
月
開

催
の
「
Ｊ
Ａ
の
営
農

事
業
改
革
に
関
す
る

研
究
会
」
に
参
加
し
、

農
協
に
つ
い
て
の
理

解
を
深
め
る
貴
重
な

機
会
を
得
ま
し
た
。

私
が
所
属
す
る
団

体
検
査
課
で
は
、
法

令
に
基
づ
き
三
重
県

内
の
農
林
水
産
団
体
、

具
体
的
に
は
農
協
や

漁
協
、
森
林
組
合
、

土
地
改
良
区
な
ど
に

対
し
て
事
業
運
営
や

経
営
の
健
全
性
を
検

査
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
農
協
の

仕
組
み
や
役
割
を
知

ら
な
い
ま
ま
当
課
に

配
属
さ
れ
る
職
員
も

多
く
、
検
査
の
実
施

に
あ
た
っ
て
は
、
ま

ず
農
協
を
理
解
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
そ
こ
で
、
農
協

に

つ

い

て

学

ぶ

機
会
を
模
索
す
る

中
で
、
こ
れ
ら
の
研

究
会
の
存
在
を
知
り
、

参
加
す
る
運
び
と
な

り
ま
し
た
。

こ
の
研
究
会
に
参

加
し
た
こ
と
で
、
私

自
身
の
農
協
に
対
す

る
理
解
を
深
め
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

１
月
の
金
融
問
題
研

究
会
で
は
、
組
合
員

と
の
結
び
つ
き
強
化

の
た
め
空
き
支
店
を

地
域
住
民
の
交
流
の

場
に
活
用
す
る
取
組

の
紹
介
が
あ
り
、
地

域
の
活
性
化
を
考
え

る
上
で
も
参
考
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、

２
月
の
営
農
事
業
改

革
研
究
会
で
は
、
自

己
改
革
の
成
功
事
例

か
ら
、
改
革
を
成
功

さ
せ
る
た
め
の
組
織

の
あ
り
方
を
学
ぶ
こ

と
が
で
き
、
検
査
業

務
に
留
ま
ら
ず
、
課

の
組
織
運
営
に
も
活

か
せ
る
内
容
で
あ
る

と
感
じ
ま
し
た
。

一
方
、
行
政
職
員

の
立
場
か
ら
振
り
返

る
と
、
Ｄ
Ｘ
や
人
口

減
少
、
気
候
変
動
、

設
備
更
新
と
い
っ
た

共
通
の
課
題
が
あ
る

こ
と
に
気
づ
か
さ
れ

ま
し
た
。
農
協
が
こ

の
よ
う
な
課
題
に
ど

の
よ
う
に
対
応
し
て

い
る
か
を
把
握
す
る

こ
と
は
、
組
織
の
健

全
性
を
確
認
す
る
上

で
も
重
要
で
す
。
こ

の
た
め
、
日
頃
か
ら

ア
ン
テ
ナ
を
高
く
張

り
、
情
報
収
集
を
図

る
必
要
性
を
再
認
識

し
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の

研
究
会
が
い
ず
れ
も

対
面
形
式
で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
、
コ
ロ

ナ
禍
以
後
に
オ
ン
ラ

イ
ン
で
の
研
修
が
増

え
る
中
、
参
加
者
同

士
で
本
音
や
裏
話
を

交
わ
す
こ
と
の
で
き

る
こ
と
に
意
義
が
あ

る
と
思
い
ま
し
た
。

今
後
も
こ
の
よ
う

な
場
が
農
協
の
さ
ら

な
る
発
展
に
寄
与
し
、

参
加
者
に
多
く
の
気

づ
き
を
与
え
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
ま
す
。

（
三
重
県

農
林
水

産
部

団
体
検
査
課

主
事
）

研

究

会

に

参

加

し

て

←

↓

村
田

裕
亮

研
究
会
参
加
者
の
声

令
和
７
年
度
研
究
会

開
催
日
程
の
ご
案
内


